
老

中

阿

部

正

弘

と

海

防

『
阿

部

正

弘

事

蹟

』
よ

り

水
野
忠
邦
の
反
動
的
幕
政
改
革
＝
天
保
の
改
革
の
失
敗
は
、
中
央
政
権
と
し

て
の
幕
府
の
牽
引
力
が
低
下
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ

っ
た
。
対
外
的

に
は
寛
政
以
来
、
外
国
船
の
来
航

・
接
近
が
続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
幕

府
の
最
高
責
任
者
と
し
て
難
局
に
処
し
て
い
く
任
を
負

っ
た
の
が
阿
部
正
弘
で

あ

っ
た
。
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
こ
の
阿
部
政
権
の
性
格
を
解
明
す
る

こ
と
で
あ
る

Ｔ
了

本
稿
で
は
阿
部
の
顕
彰
的
伝
記
で
あ
る

『
阿
部
正
弘
事

噴
』

，
）
か
ら
、
阿
部
に
対
す
る
評
価
を
見
て
お
き
た
い
。

天
保
九
年

↑
）
七
月
、
長
崎
来
航
の
オ
ラ
ン
ダ
船
が
、
近
い
う
ち
に
イ
ギ
リ

ス
軍
艦
が
江
戸
海
に
来
り
通
商
貿
易
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
告
し
た
。

当
時
、
寺
社
奉
行
で
あ

っ
た
阿
部
は
、
文
政
八
年
の
異
国
船
打
払
令
に
依
り
、

「
断
然
外
船
ヲ
撃
機
シ
以
テ
国
威
ヲ
全
ウ
ス
ベ
キ
ナ
リ
」
と
す
る
攘
夷
論
に
与

し
て
い
た
。
老
中
水
野
は
こ
れ
を
容
れ
て
沿
岸
防
備
の
強
化
を
命
じ
て
い
る
。

し
か
し
英
船
は
遂
に
現
わ
れ
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
の
信
用
を
落
と
す
こ
と
に
な
り
、

そ
の
報
告
も
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る

（ι

。

天
保

一
四

（
一
八
四
三
）
年
閣
九
月

一
一
日
、
二
十
五
歳
で
老
中
就
任
。
弘

化
二

（
一
八
四
五
）
年
二
月
の
水
野
忠
邦
再
失
脚
後
、
幕
閣
の
中
心
と
な
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
弘
化
元
年
八
月
、
沿
岸
諸
藩
に
天
保

一
三
年
以
来
の
海
防
関

係
の
事
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
弘
化
二
年
六
月
二
七
日
、
阿
部
は
牧
野

忠
雅
と
共
に
海
岸
防
御
事
務
取
扱

（
の
ち
海
防
掛
）
を
命
ぜ
ら
れ
た

↑
了

諸
外
国
か
ら
の
通
商
要
求
は
、
天
保
期
よ
り
薩
摩
藩
支
配
下
の
琉
球
に
対
し

て
も
開
始
さ
れ
た
。
弘
化
元
年
、
阿
部
は
琉
琢
貿
易
を
不
間
に
付
す
こ
と
に
決

し
た
。
以
後
も
英

・
仏
船
の
来
航
は
続
き
、
弘
化
三
年
、
琉
球
の
日
清
両
属
と

い
う
特
殊
性
を
生
か
し
、
こ
れ
を

「
日
本
域
外

二
置
キ
、
通
交
貿
易
ノ
ニ
事

ハ

琉
球
手
限
り
」
と
し
よ
う
と
す
る
島
津
斉
彬
の
意
見
を
容
れ
、
琉
球
の

一
件
は

薩
摩
藩
世
嗣
で
あ
る
斉
彬
に

一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
琉
球
に
お
い

て
は
フ
ラ
ン
ス
に
限

っ
て
通
商
貿
易
を
開
始
す
る
こ
と
も
止
む
な
し
、
と
日
本

開
港
に
先
駆
け
て
琉
球
開
港
が
黙
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
知

っ
た
徳
川
斉
昭
は
琉
球
開
港
に
あ
く
ま
で
も
反
対
す
る
が
、
阿
部

の
対
応
は

「
能
ク
斉
昭
ノ
人
卜
為
リ
ヲ
詳

ニ
シ
、
且
ツ
其
斉
彬
卜
全
ク
所
見
ヲ

異

ニ
シ
、
前
者
ノ
無
責
任
主
戦
論
卜
後
者
ノ
時
務
的
平
和
主
義
ト

ハ
到
底
調
和

シ
難
キ
ヲ
看
破
セ
ル
フ
以
テ
、
言
フ
ベ
ク
シ
テ
行
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
当
時
ノ
所
謂

壮
快
論
即
チ
過
激
論

二
対
シ
テ
ハ
慰
諭
的
曖
味
依
違
ノ
答
フ
為
シ
、
意
中
ヲ
明

一小
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

弘
化
四
年

一
〇
月
、
遂
に
フ
ラ
ン
ス
は
武
力
に
よ
る
強
圧
下
、
通
商
開
始

・

領
事
駐
在

・
商
人
居
留
を
認
め
さ
せ
る
条
約
に
琉
球
官
吏
を
し
て
署
名
調
印
さ

す
の
に
成
功
し
た
。
し
か
し
薩
摩
藩
は
琉
球
使
節
を
し
て
、
７
フ
ン
ス
の
琉
球

退
去
を
清
国
に
哀
許
し
、
清
国
政
府
に
広
東
駐
在
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
に
交
渉
し

て
も
ら
い
、
嘉
水ヽ
元

（
一
八
四
八
）
年
七
月
、
琉
球
来
航
の
フ
ラ
ン
ス
船
が
同

地
滞
留
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
連
れ
帰
る
に
至
り
、
ひ
と
ま
ず
窮
地
を
脱
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ

っ
た

●
了

し
か
し
安
心
も
束
の
間
、
こ
の
翌
年
、
今
度
は
イ
ギ
リ
ス
船
が
来
航
し
、
通

商
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
通
商
は

一
応
拒
否
し
続
け
る
が
、
イ
ギ
リ
ス

人
の
琉
球
滞
留
は
続
い
て
い
た
。

以
上
、
正
式
な
条
約
締
結
こ
そ
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
事
実
上
、
弘
化
以

来
、
琉
球
貿
易
は
行
わ
れ
て
い
た
。　
一
説
に

「
琉
球
ノ
貿
易
開
始

ハ
其
実
内
地

ノ
貿
易
ヲ
開
カ
ズ
シ
テ
之
ヲ
琉
球

二
止
ム
ル
ノ
趣
意

二
出
ヅ
」
と
も
言
う
。
し

か
し
こ
の
琉
球
貿
易
も
、
安
政
五

（
一
八
五
八
）
年
の
斉
彬
の
死
と
共
に
は
と

ん
ど
廃
絶
す
る
に
至

っ
た
。

話
を
内
地
に
戻
す
と
、
弘
化
二
年
二
月
、
長
崎
奉
行
伊
吹
政
義
か
ら
の
外
国
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船
入
港
時
の
処
遇
に
つ
い
て
の
具
申
に
対
し
、
幕
府
は

「
外
国
船
我
ガ
国
法
ヲ

犯
ス
ト
キ

ハ
、
文
化
中
ノ
指
令

↑
Ｊ
一
依
り
、
断
固
タ
ル
処
分
ヲ
加

フ
ベ
シ
、

漂
流
人
送
致
ノ
場
合

ニ
ハ
稟
議
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
」
と
、
強
行
方
針
を
示
し
て
い

）^
）。翌

年
の
米
使
ビ

ッ
ド
ル
浦
賀
来
航
に
際
し
て
も
、
鎖
国
堅
持
、
外
交
取
扱
い

は
長
崎
で
の
旨
を
答
え
て
帰
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
書
翰
交
換
自
体

が

「
鎖
国
政
策
ヲ
固
守
ス
ル
中

二
幾
分
力
寛
和
ノ
態
度

二
遷
リ
タ
ル
フ
観
ル
ニ

足
レ
リ
」
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
や
は
り
外
国
の
要
求
は
全
て
拒
絶
す
る
こ
と
を
主

張
す
る
斉
昭
に
対
し
て
、
阿
部
は

「
今
ヤ
異
船
撃
捜
ノ
令
フ
発
ス
ル
モ
必
勝
ヲ

期
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
若
シ
然
ラ
ン
ニ
ハ
日
本
ノ
恥
辱
ト
ナ
ル
ベ
シ
、
日
本
ノ
小
船

ニ
テ
ハ
異
船

二
対
シ
テ
攻
戦
シ
得
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
第

一
彼
ノ
為

二
江
戸
近

海
ノ
通
路
ヲ
絶
タ
レ
、
根
食
欠
乏

二
至
ル
ベ
シ
」
と
過
激
論
は
抑
え
、
ま
ず
軍

艦
製
造

・
海
岸
防
備
の
強
化
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
答
え
、
翌
年
二
月
に
は
外

国
船
取
扱
い
を
穏
便
に
行
う
様
命
じ
て
い
る
。

し
か
し
海
防
体
制
の
強
化
に
よ

っ
て
、
幕
府
お
よ
び
海
防
諸
藩
の
出
費
は
増

大
す
る

↑
了

嘉
永
二

（
一
八
四
九
）
年
五
月
の
打
払
令
復
活
可
否
の
諮
間
に

は

「
沿
海
警
衛
ノ
労
費

二
堪

ヘ
ザ
ル
フ
以
テ
打
払
令
復
旧
ノ
外
ナ
キ
」
と
い
う

認
識
が
あ

っ
た

●
了

だ
が
、
諮
問
に
よ
り
諸
有
司
か
ら
明
確
な
意
見
を
引
き

出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

こ
の
時
期
、
斉
昭
や
宇
和
島
藩
主
伊
達
宗
城
な
ど
を
始
め
、
幕
府
内
外
に
接

夷
論
が
盛
ん
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
海
防
の
現
場
に
あ
る
者
は
現
状
の
防
衛

設
備
で
は
到
底
攘
夷
な
ど
不
可
能
な
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
浦
賀
奉
行
浅
野

長
杵
な
ぞ
は
、
海
防
強
化
の
意
見
が
幕
府
に
容
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
以

っ
て
、

嘉
永
五
年
閣
二
月
辞
職
し
て
い
る
。

嘉
永
五
年
八
月
、
ォ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ク
ル
チ
ウ
ス
が
東
イ
ン
ド
総
督
の
文
書

を
呈
し
て
、
ア
メ
リ
ヵ
艦
隊
の
来
航
を
告
げ
、
長
崎
に
限

っ
て
貿
易
を
許
可
し
、

領
事
駐
在
　
治
外
法
権

・
関
税
徴
収
な
ど
の
規
定
を
設
け
る
様
、意
見
し
た
翁
了

「
『
パ
タ
ビ
ヤ
』
総
督

ヨ
リ
ノ
文
書

ハ
純
然
タ
ル
書
翰
ナ
リ
、
然
ル
ニ

『
筆
記
』

ナ
リ
ト
ノ
名
義
ノ
下

二

『
和
蘭
風
説
書
』

（
即
チ
当
時
ノ
外
国
新
聞
抄
録
）
ノ

例

二
依
リ
テ
之
ヲ
受
ケ
タ
ル
ハ
、
此
時

二
当
り
幕
府
ノ
鎖
国
政
策
モ
亦
大
二
緩

和

二
赴
キ
タ
ル
フ
察
ス
ベ
キ
ナ
リ
」
と
あ
る
。

以
上
の
対
応
を

「
阿
部
首
相

ハ
時
勢
ノ
変
遷

二
見
ル
所
ア
リ
テ
琉
球
貿
易
ヲ

黙
許
シ
タ
ル
ニ
拘

ハ
ラ
ズ
、
断
然
開
国

二
決
定
ス
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ハ

所
謂

『
祖
法
』
ナ
ル
モ
ノ
即
チ
幕
府
ノ
憲
法

二
束
縛
セ
ラ
レ
テ
意
ノ
如
ク
ナ
ラ

ザ
ル
ガ
故

ニ
シ
テ
、
此
祖
法
ナ
ル
モ
ノ
ハ
当
時
ノ
金
城
鉄
壁

ニ
シ
テ
、
歴
代
ノ

大
将
軍
及
ビ
閣
老
中
有
カ
ノ
者
卜
雖
モ
猶
ホ
且
ツ
之
ヲ
破
ル
コ
ト
能

ハ
ズ
、
況

ヤ
其
他

二
於
テ
ヲ
ヤ
。
祖
法
ノ
法
卜
時
勢
ノ
変
遷
ノ
如
キ
、
決
ン
テ
調
和
シ
得

ザ
ル
モ
ノ
ラ
強
テ
両
立
セ
シ
メ
ン
ト
シ
タ
ル
其
苦
心
幾
何
ゾ
ヤ
。
此
際
正
弘
ガ

諸
有
司

二
諮
問
ス
ル
ニ
撃
捜
ノ
可
否
フ
以
テ
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
真

二
撃
擦
ノ
意

ア
リ
テ
然
リ
シ
ニ
ハ
非
ズ
、
唯
其
意
向
ヲ
探
リ
タ
ル
ニ
過
ギ
ザ
ル
ノ
ミ
、
夫
レ

然
り

一
方

ニ
ハ
所
謂

『
祖
法
』

ヲ
固
守
ス
ベ
シ
ト
声
言
シ
、
他
方

ニ
ハ
外
船

ニ

対
シ
テ
慎
重
ノ
態
度
フ
取
り
、
安

二
事
端
ヲ
生
ス
ル
勿
レ
ト
訓
令
ス
、
是
レ
有

司
及
ビ
諸
藩
ガ
屡
々
方
向

二
迷
ヒ
、
無
益
ノ
労
費
ヲ
増
シ
タ
ル
所
以

二
非
ズ
ヤ
、

是
レ
亦
実

二
当
局
者
ガ
勇
断
フ
欠
ク
ノ
誹
ヲ
受
ク
ル
所
以
ナ
レ
ト
モ
、
時
代
ノ

斜
酌
ヲ
加
フ
レ
バ
当
局
者
ノ
為

二
柳
力
恕
ス
ベ
キ
ノ
事
情
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ズ
」
と

評
し
て
い
る
。

ペ
リ
ー
来
航
に
際
し
、
阿
部
は

「
当
時
外
国

二
対
シ
戦
争
ヲ
開
ク
ノ
不
可
能

ナ
ル
事
情
ヲ
察
」
し
て
お
り
、
諸
有
司
衆
議
の
末
、

「
柾
ゲ
テ
其
請
ヲ
許
シ
、

早
ク
退
去
セ
シ
メ
、
然
ル
後
広
ク
言
路
ヲ
開
キ
、
衆
議
ヲ
採
リ
テ
国
是
ヲ
決
シ
」
、

再
来
に
備
え
る
こ
と
と
し
た
。
背
景
に
は
勘
定
奉
行
川
路
聖
誤
が
指
摘
す
る
幕

府
財
政
の
窮
乏
に
よ
る
開
戦
困
難
と
い
う
実
情
が
あ

っ
た
。

「
阿
部
正
弘

ハ
尋
常
ノ
人

ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖
モ
、
外
交

ハ
一
般
人
士
卜
同
ジ
ク
、

生
来
亀
モ
経
験
ナ
キ
所
タ
リ
、
所
謂
太
平
ノ
良
宰
相

ニ
シ
テ
、
非
常
ノ
時

二
際

シ
快
刀
乱
麻
ヲ
薇
ル
ガ
如
キ
ノ
処
置
亦
之

二
望
ミ
得
ベ
カ
ラ
ズ
、
米
艦
渡
来
ノ

初

二
当
り
、
和
戦
ヲ
決
ス
ル
ニ
於
テ
梢
々
勇
断
ヲ
欠
ク
ノ
議
フ
免
レ
ザ
ル
ハ
遺

憾
ナ
リ
ト
モ
、
蓋
シ
人

二
長
短
ア
リ
、
能
不
能
ア
ル
ハ
免
レ
ザ
ル
所
、
唯
此
難

局

二
処
シ
、
深
慮
ナ
キ
輿
論

二
動
サ
レ
又
之

二
阿
リ
テ
無
謀
ノ
断
行
勇
進
ヲ
試

ミ
、
夫
ノ
腕
カ
ヲ
以
テ
器
機
カ
ト
競
争
セ
ン
ト
ス
ル
ガ
如
キ
虚
勢
論

二
制
セ
ラ

レ
、
国
家
フ
孤
注
ト
ン
テ
危
路
フ
踏
ミ
、
其
レ
ヲ
シ
テ
回
復
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
禍
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害

二
陥
ル
ヽ
コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
タ
ル
ハ
少
ク
モ
此
人
ノ
功
労
ナ
リ
ト
謂
フ
モ
決

シ
テ
過
言

ニ
ア
ラ
ズ
、
否
ナ
寧

口
公
平
ノ
諦
卜
謂
フ
ベ
キ
ナ
リ
Ｌ

阿
部
は
ペ
リ
ー
か
ら
受
領
し
た
米
国
書
翰
の
訳
文
を
諸
有
司
、
諸
大
名
に
示

し
、

「
米
船
渡
米

ハ
国
家
ノ

一
大
事
ナ
レ
バ
、
書
輸
ノ
趣
意
ヲ
熟
覧
シ
、
意
見

ア
ラ
バ
仮
令
忌
講

二
触
ル
ヽ
モ
妨
ナ
キ
ブ
以
テ
、
余
蘊
ナ
ク
陳
言
ス
ベ
シ
」
と

意
見
を
徴
し
た
。
し
か
し
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
要
求
拒
絶
論
が
多
く
、
開
国

論
は
少
な
か

っ
た
。

「
夙

二
西
洋
文
物
ノ
優
越
ナ
ル
フ
識
り
、
開
交
通
商
ノ
利

ヲ
唱

ヘ
タ
リ
ト
謂

ハ
ル

ヽ
島
津
斉
彬
ス
ラ
」
回
答
を
延
ば
し
、
軍
備
を
整
え
て

後
、
拒
絶
す
べ
し
と
い
う
意
見
で
あ

っ
た
。
相
州
海
防
担
当
の
川
越
藩
主
松
平

典
則
も
同
じ
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
徳
川
斉
昭
は

「
海
防
愚
存
」
で
従

来
の
極
端
な
接
夷
論
に
変
え
て
半
和
半
戦
論
を
提
出
し
て
き
た
。

嘉
永
六
年

一
一
月
、
方
針
は

「
和
戦
」
と
決
定
し
、
海
防
体
制
が
整
う
ま
で

「
要
求
ノ
諾
否

ハ
姑
ク
之
ヲ
告
ゲ
ズ
、
務
メ
テ
平
穏
ノ
手
段
ヲ
取
ル
ベ
シ
ト
雖

モ
、
若
シ
彼

ヨ
リ
暴
ヲ
我

二
加

フ
ル
コ
ト
ア
リ
、
我
之

二
対
ス
ル
態
度
ヲ
誤
ル

コ
ト
ア
リ
テ
ハ
国
辱
タ
ル
フ
以
テ
、
各
々
軍
備
ヲ
怠
ル
コ
ト
ナ
ク
、
忠
憤
義
勇

ヲ
蓄

へ
、
萬

一
彼
ョ
リ
兵
端
ヲ
開
カ
バ
、
上
下
挙
リ
テ
奮
発
忠
勤
シ
、
豪
モ
国

辱
ヲ
招
ク
コ
ト
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
諸
藩
主
に
訓
示
し
て
い
る
。
こ
の
訓
示
は

鎖
国
の
趣
意
で
は
な
く
、

「
平
和
＝
即
チ
時
宜

二
由
り
開
国
＝
ヲ
以
テ
主
旨
ト

シ
、
防
戦
ヲ
以
テ
変

二
処
ス
ル
ノ
決
意
並

二
手
段
」
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（じ

。

こ
う
し
た
諮
問
が

「
局
外
者
ヲ
シ
テ
政
治

二
容
曝
セ
シ
ム
ル
ノ
端
ヲ
開
キ
タ

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
幕
府
衰
亡

ハ
実

二
此
時
ヲ
以
テ
其
萌
芽
ヲ
顕
シ
タ
リ
」
と
批

難
す
る
者
も
い
る
が
、
そ
れ
は
逆
で
あ

っ
て
、

「
幕
府

ハ
衆
議
フ
求
メ
タ
ル
ガ

故

二
衰
亡
シ
タ
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
衰
微
シ
タ
ル
ガ
故

二
衆
議
ヲ
求
メ
ザ
ル
ヲ
得
ザ

ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
」
も
の
で
あ

っ
た
。
も
は
や

「
幕
府
ノ
独
カ
ヲ
以
テ
ン
テ

ハ
和
戦
共

二
決
定
シ
難
ク
、
仮
令
ヒ
之
ヲ
決
定
ス
ル
モ
実
行
シ
難
キ

ハ
最
モ
観

易
キ
ノ
理
勢

ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
」
む
し
ろ
衆
議
に
詢

っ
た
の
は

「
機
宜

二
適
ン
タ
ル

処
置
」
で
あ

っ
た
。

い
よ
い
よ
安
政
元

（
一
八
五
四
）
年

っ
）
日
米
和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
る
。

最
初
、
阿
部
も

「
寛
永
以
来
ノ
憲
法
タ
リ
シ
鎖
国
政
策
ヲ
執
り
、
務
メ
テ
之
ヲ

維
持
セ
ン
ト
シ
タ
ル
ハ
事
実
ナ
リ
」
し
か
し
ペ
リ
ー
来
航
頃
よ
り

「
其
説

一
変

シ
、
祖
法
固
守
ノ
為

二
国
家
ヲ
危
ウ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ト
開
国
貿
易
ノ
勢
止
ム
ベ

カ
ラ
ザ
ル
ト
ラ
悟
り
」
、
条
約
調
印
に
踏
み
切

っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
唯
開
国

フ
可
認
シ
テ
而
シ
テ
大
二
其
説
ヲ
唱
道
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ハ
、
国
内
ノ
状
態
未
ダ

然
カ
ス
ル
ノ
時
機

二
達
セ
ザ
ル
フ
以
テ
ノ
故
ナ
リ
」
す
な
わ
ち
兵
備
が
不
充
分

な
の
で
開
国
に
電
機
惑
を
抱
か
ぎ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、

『
事
蹟
』

で
は
阿
部
正
弘
の
対
応
を
、
対
外
問
題
に
お
い
て

「
快
刀

乱
麻
ヲ
薇
ル
ガ
如
」
く

「
勇
断
」
を
降
す
こ
と
が
無
か

っ
た
点
は
批
判
し
な
が

ら
も
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
独
断
専
行
に
走
ら
な
か

っ
た
美
点
と
し
て
評
価
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
水
戸
の
徳
川
斉
昭
と
薩
摩
の
島
津
斉
彬
と
い
う
相
対

立
す
る
二
者
を
は
じ
め
、
多
く
の
有
力
諸
大
名
を
幕
政
に
参
加
さ
せ
る
道
を
開

い
た
こ
と
で
も
革
新
的
で
あ

っ
た
。

し
か
し
海
防
問
題
に
直
面
し
て
、
依
然
、
観
念
的
な
捜
夷
論
に
縛
ら
れ
て
い

る
、
頑
迷
固
晒
な
諸
大
名

・
幕
臣
ら
と
、
経
済
的

・
軍
事
的
に
海
防
体
制
の
維

持

・
攘
夷
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
現
実
と
の
狭
間
に
立

っ
て
苦
悩
す
る
阿
部
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

阿
部
が
こ
の
難
局
に
の
ぞ
ん
で
採

っ
た
具
体
的
政
策
は
、
事
を
処
す
る
に
有

能
な
人
材
の
登
用
と
、
大
型
軍
艦
の
建
造

・
砲
台
等
の
海
防
施
設
の
整
備
で
あ

っ
た
。
和
親
条
約
締
結
後
、
安
政
二

（
一
八
五
五
）
年

一
〇
月
九
日
、
堀
田
正

睦
が
老
中
に
再
任
さ
れ
、
翌
年

一
〇
月

一
七
日
に
は
、

「
外
国
事
務
取
扱
」
が

命
ぜ
ら
れ
、
外
務
専
任
と
な

っ
た
。
阿
部
が
外
務
よ
り
手
を
引
い
た
理
由
は
詳

か
に
し
な
い
が
、
松
平
慶
永
と
島
津
斉
彬
と
の
対
談
の
中
で
、
斉
彬
が
阿
部
の

言
葉
と
し
て
引
用
し
た
、

「
国
家
フ

一
身

二
警
フ
レ
バ
、
骨
卜
肉
ト
ノ
差
ア
ル

ガ
如
ク
、
肉

ハ
深
疵
ニ
テ
モ
全
癒
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ト
モ
、
骨
ヲ
砕
キ
テ
ハ
回
復
ノ

道
ナ
シ
」
と
い
う
論
調
か
ら
察
す
れ
ば
、
外
務
は
堀
田
に
任
せ
、
自
ら
は
捜
夷
に

せ
よ
、
開
国
に
せ
よ
、
ま
ず
内
政
の
充
実
を
は
か
る
べ
き
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
我
々
が
研
究
会
で
み
て
き
た
、
海
防
体
制
に
よ
り
生
じ
た
領
民
の
軍

事
動
員
な
ど
か
ら
来
る
諸
矛
盾
に
対
す
る
解
決
策
が
、
ど
う
で
あ

っ
た
か
は
、

そ
れ
が
果
た
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
否
か
す
ら
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
勿
論
、

史
料
的
制
約
も
あ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
こ
う
し
た
海
防
現
場

・
地
域
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へ
の
視
点
の
有
無
が
問
わ
れ
て
こ
そ
、
阿
部
正
弘
な
り
阿
部
政
権
な
り
の
真
の

評
価
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（１
）

一
九
九
〇
年
京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
相
州
海
防

を
め
ぐ

っ
て
」
に
お
い
て

「
老
中
阿
部
正
弘
と
海
防
」
と
題
し
て
報
告
し

た
。
報
告
内
容
の

一
部
は
既
に

『
京
浜
歴
科
研
会
報
』
第
七
二

・
七
三
号

に
発
表
済
。

（２
）
渡
辺
修
二
郎
著
、
日
本
史
籍
協
会
編
、
続
日
本
史
籍
協
会
叢
書
、東
京
大
学

出
版
会
、　
一
九
七
八
年
覆
刻
。
以
下
の
引
用
は
断
り
な
き
限
り
本
書
に
よ
る
。

（３
）

『
阿
部
正
弘
事
蹟
』

（
以
後

『
事
蹟
』
と
略
す
）
で
は
天
保
九
年
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
阿
部
が
寺
社
奉
行
と
な
る
の
は
天
保

一
一
年
で
あ
る
。

こ
の

一
件
は
天
保

〓
二
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
対
立
意
見
の
漂
民
護

送
を
謝
し
、
通
交
貿
易
は
謝
絶
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
大
日
付
跡
部
良
弼

の
任
期
が
天
保

一
〇
～

一
二
年
な
の
で
、
事
実
確
認
の
必
要
が
あ
る
。

（４
）

ペ
リ
ー
来
航
予
告
の
扱
い
も
、
半
信
半
疑
で
あ

っ
た
た
め
、
情
報
が
海

防
現
場
で
あ
る
浦
賀
の
与
力

・
同
心
に
す
ら
伝
え
ら
れ
ず
、
彼
ら
が
上
層

部
に
対
し
て
不
満
を
募
ら
せ
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。

『
会
報
』
第
八
七
号
、

拙
稿

「
海
防
最
前
線
、
浦
賀
番
所
与
力
の
意
識
」
参
照
。

（５
）

『
通
航

一
覧
続
輯
』
に
は
弘
化
二
年
七
月
と
あ
る
が
、

『
阿
部
家
伝
拾

遺
』

『
仰
高
芳
蹟
』
に
依

っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
本
書

「
年
譜
」
に
は
、

買
弘
化
元
年
）
七
月
二
十
二
日
、
勝
手
掛
フ
命
ゼ
ラ
ル
。
此
月
、
新

二
海

岸
防
御
掛

（海
防
掛
）
ヲ
置
キ
、
正
弘
以
下
数
名
之
ヲ
命
セ
ラ
ル
」
と

「
（
弘
化
二
年
）
六
月
二
十
七
日
、
海
岸
用
向
取
扱
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
」
が
併

記
さ
れ
て
お
り
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
守
屋
嘉
美

「
阿
部
政
権
論
」

（講
座
日
本
近
世
史
７

『
開
国
』
所
収
）
は
、
六
月
説
を
採
り
、

「
同
年

八
月
、
若
年
寄
、
勘
定
奉
行
、
大
小
日
付
か
ら
も
海
防
掛
が
選
任
さ
れ
た
」

と
続
く
。

（６
）

『
事
蹟
』
で
は
こ
の
理
由
を
徳
川
斉
昭
の
言
葉
を
借
り
て
、

「
徒

二
小

国
琉
球
卜
開
戦
ス
ル
ヨ
リ
モ
、
先
ヅ
清
国
ヲ
奪
取
セ
バ
、
琉
球

ハ
則
チ
労

セ
ズ
シ
テ
彼
ノ
手

二
落
ツ
ベ
キ
ブ
以
テ
平
穏

二
退
去
シ
タ
ル
ナ
ラ
ン
」
と

説
明
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
琉
仏
条
約
は
自
紙
に
戻
り
、
正
規
の
琉
球
開

港
は
避
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。

（７
）
特
定
は
し
兼
ね
る
が
、
レ
ザ
ノ
フ
来
航
後
の
文
化
二

（
一
八
〇
五
）
年

正
月
の
令
で
は
、
ロ
シ
ア
船
の
取
扱
い
を
万

一
来
航
の
際
に
は

「
能
々
申

諭
、
な
る
た
け
穏
に
帰
帆
い
た
」
さ
せ
、
漂
流
の
場
合
は
薪
水
食
糧
の
供

与
も
認
め
る
が
、

「
伺
程
相
願
候
て
も
決
て
上
陸
は
不
為
致
、
帰
帆
迄
は

番
船
附
置
、
見
物
等
を
も
相
禁
じ
」
、

「
及
異
議
候
は
ば
、
時
宜
に
応
じ
、

不
及
伺
打
払
」
っ
て
も
よ
い
と
あ
る

（
内
藤
趾
曼

『
徳
川
十
五
代
史
』
五
、

二
五
九
四
頁
、
新
人
物
往
来
社
）
。

（８
）

川
越
藩
の
例
と
し
て
は
、
奥
田
晴
樹

「
海
防
の
社
会
的
費
用
」

（
『
会

報
』
第
六
五
　
六
六
号
、　
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（９
）
上
自
石
実

「
弘
化

・
嘉
水ヽ
年
間
の
対
外
問
題
と
阿
部
正
弘
政
権
」
（
『
地

方
史
研
究
』

二
三

一
号
、　
一
九
九

一
年
六
月
）
で
は
、
こ
の
財
政
問
題
を

根
拠
に

「
阿
部
正
弘
自
身
は
打
払
令
復
活
を
意
図
し
て
い
た
と
い
え
る
」

と
結
論
付
け
て
い
る
。
し
か
し
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
様
に

「
打
払
令
を

復
活
さ
せ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
復
活
し
た
と
き
の
事
態
が
計
り
兼
ね
る
」

と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が
ら
、
な
お
か
つ
打
払
令
復
活
が
意
図
で
き
た
で

あ
ろ
う
か
。
打
払
令
復
活
が
財
政
的
負
担
の
軽
減
と
な
る
と
い
う
理
論
も

復
活
後
の
事
態
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
は
首
肯
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
か
え

っ
て
対
外
戦
争
の
勃
発
に
で
も
な
れ
ば
、　
一
層
の
出
費

は
も
ち
ろ
ん
、
国
家
存
亡
の
危
機
と
も
な
り
兼
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
阿
部

が
打
払
令
復
活
を
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
企
図
し
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え

は
悪
い
が
、
人
間
誰
し
も

一
度
は
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
覚
悟
で

事
に
の
ぞ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
あ
る
、
と
の
決
意
で
真
珠
湾
攻
撃
に
ゴ
ー

サ
イ
ン
を
出
し
た
東
条
英
機
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
も
し
仮

に
阿
部
が
そ
う
し
た
人
物
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
、
彼
の
在
職
中
に
見
ら

れ
る
苦
悩
は
全
く
説
明
が
付
か
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
１０
）

ペ
リ
ー
来
航
予
告
情
報
の
伝
達
経
緯
と
幕
府
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
岩

下
哲
興

「
ペ
リ
ー
来
航
予
告
情
報
の
伝
達
と
幕
府
の
対
応
」

（
青
山
学
院

大
学
史
学
会

『
史
友
』
第
二

一
号
、　
一
九
八
九
年
）
に
詳
し
い
。
新
史
料

だ
と
い
う

「
和
蘭
榛
録
」
の
分
析
か
ら
、
受
取
り
は
拒
否
さ
れ
る
で
あ
ろ
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う
東
イ
ン
ド
総
督
公
文
書
を
新
館
長
ク
ル
チ
ウ
ス
が
別
段
風
説
書
に
わ
ざ

と
混
入
さ
せ
て
提
出
し
た
と
推
測
し
、
ま
た
阿
部
も
情
報
を
得
る
た
め
に
、

従
来
の
書
翰
は
未
開
封
の
ま
ま
返
還
す
る
方
針
を
捨
て
、
返
事
を
必
要
と

し
な
い

「
筆
記
」
と
し
て
受
取
る
こ
と
と
し
た
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
尚
、
別
段
風
説
書
は
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
蔵

『
洋
説
彙
集
』
所

収
の
も
の
と
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
阿
部
家
資
料
の
正
弘
本
人
手
写

「
司

天
台
訳
」
本
が
、
オ
ラ
ン
ダ
国
立
中
央
文
書
館
所
蔵
文
書
か
ら
撮
影
さ
れ

た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
原
文
と
共
に
、
金
井
回

「
嘉
永
五
年
の
和

蘭
別
段
風
説
書
に
つ
い
て
」

（
日
蘭
学
会

『
日
蘭
学
会
会
誌
』
第
二
六
号
、

一
九
八
九
年
二
月
）
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（Ｈ
）

前
掲
上
自
石
論
文
で
は
、
こ
の
時
の
諮
問
結
果
に
つ
い
て

「
阿
部
正
弘

の
予
想
に
反
し
て
衆
議
の
賛
同
を
得
ら
れ
ず
、
結
局
打
払
令
を
復
活
す
る

こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
」
と
、
阿
部
が
打
払
令

復
活
が
賛
成
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
、
と
の
前
提
で
論
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
回
答
は
、
と
り
あ
え
ず
避
戦
論
で
は
あ
る
が
、
最
終

的
に
は
擦
夷
論
と
い
う
も
の
が
多
く
、
開
国
論
は
少
な
か

っ
た
。
そ
の
気

が
あ
れ
ば
、
打
払
令
復
活
を
断
行
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
言
え

る
。
従

っ
て
阿
部
の
苦
悩
は

「
予
想
に
反
し
て
」
と
言
う
な
ら
ば
、
む
し

ろ
海
防
体
制
な
ど
の
現
状
認
識
か
ら
、
開
国
論
と
ま
で
行
か
な
く
と
も
、

も

っ
と
積
極
的
な
捜
夷
反
対
論
が
出
さ
れ
て
然
る
べ
き
、
と
い
う
予
想
が

裏
切
ら
れ
、
依
然
と
し
て
保
守
的
な
壌
夷
論
に
縛
ら
れ
て
い
る
者
が
多
い
、

と
い
・つ
こ
と
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

（‐２
）
改
元
は

一
一
月
な
の
で
、
正
し
く
は
嘉
永
七
年
二
月
二
日
。

（
一
九
九

一
年
九
月
二
〇
日
稿
了
）

-6-


